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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

＊
口
座
振
替
は
、
一
度
手
続
き

を
す
る
と
、
翌
年
度
以
降
も

自
動
的
に
引
き
落
と
し
て
納

付
で
き
ま
す

　
口
座
振
替
の

　
　
　
　
申
込
方
法

●
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

　
国
保
医
療
課
（
本
館
１
階
６

番
窓
口
）
で
、
取
り
扱
い
可
能

な
金
融
機
関
（
＊
）
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
端
末
に
通
し
、

で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。
登
録

ま
で
に
約
１
カ
月
か
か
り
ま

す
。

●
口
座
振
替
ハ
ガ
キ

　
納
税
通
知
書
と
同
封
の
口
座

振
替
ハ
ガ
キ
（
専
用
）
に
記
入

し
、
郵
送
で
申
し
込
み
で
き
ま

す
。
通
帳
の
「
通
帳
届
出
印
」

を
必
ず
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
し
た
面
に
保
護
ラ
ベ
ル
を

貼
っ
て
く
だ
さ
い
。
記
載
内
容

を
確
認
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
電
話
番
号
は
必
ず
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。
登
録
ま
で
に

約
２
カ
月
か
か
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
医
療
課

　
国
民
健
康
保
険
係

☎
（
36
）
１
３
６
３

お知らせ

　
国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
改

正
し
、
４
月
１
日
か
ら
、
国
保

税
の
納
付
方
法
は
、
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）
の
人
を
除
き
、

原
則
と
し
て
「
口
座
振
替
」
で

の
支
払
い
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
、
新
た
に
国
保
に
加
入

す
る
人
や
、
現
在
、
納
付
書
で

支
払
っ
て
い
る
人
は
、
納
め
忘

れ
が
な
く
、
納
付
の
手
間
が
か

か
ら
な
い
、「
安
心
」
で
「
便
利
」

な
口
座
振
替
の
利
用
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
内
容
　
国
民
健
康
保
険
高
額

療
養
費
は
、
該
当
す
る
月
ご

と
に
支
給
申
請
が
必
要
。
自

己
負
担
限
度
額
（
月
額
）
は
、

保
険
証
受
領
時
に
配
布
す
る

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
み
ん
な
の

国
保
」
の
８
、９
ペ
ー
ジ
（
左

図
参
照
）
で
確
認
を

●
委
員
の
役
割
　
市
や
県
が
決

定
す
る
都
市
計
画
に
関
す
る

事
項
な
ど
を
審
議

●
任
用
期
間
　
８
月
１
日（
土
）

～
平
成
29
年
７
月
31
日

＊
原
則
、
月
～
金
曜
日
の
昼
間

２
時
間
、
年
２
回
程
度
開
催

●
応
募
要
件
　
20
歳
以
上
の
市

民
●
募
集
人
数
　
２
人

●
採
用
　
書
類
選
考
で
決
定

●
申
込
締
切
日
　
６
月
26
日

（
金
）

●
提
出
書
類
　
①
住
所
②
氏
名

③
年
齢
④
性
別
⑤
電
話
番
号

（
あ
れ
ば
携
帯
電
話
番
号
も
）

⑥
応
募
理
由
⑦
小
論
文
「
こ

れ
か
ら
の
宗
像
市
の
都
市
づ

暗
証
番
号
を
入
力
す
る
だ
け
で

口
座
振
替
の
手
続
き
が
簡
単
に

で
き
ま
す
。

（
＊
）
福
岡
銀
行
、
西
日
本
シ

テ
ィ
銀
行
、福
岡
中
央
銀
行
、

北
九
州
銀
行
、
遠
賀
信
用
金

庫
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

●
通
帳
、
通
帳
届
出
印

　
国
保
医
療
課
か
、
納
付
書
の

裏
面
に
記
載
し
て
い
る
金
融
機

関
で
、
納
税
通
知
書
の
通
知
書

番
号
か
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
の
番
号
を
確
認
し
、
指
定

の
届
出
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と

高
額
療
養
費
に

　
該
当
し
て
い
る

場
合
は
申
請
を

●
申
請
時
必
要
な
物
　
診
療
月

の
領
収
書
、
預
金
通
帳
、
印

鑑
（
認
印
）、
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証

＊
市
で
は
、
支
給
申
請
を
し
て

い
な
い
人
で
、
対
象
金
額 

３
０
０
０
円
以
上
の
人
へ

「
高
額
療
養
費
の
支
給
申
請

に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
」
を

診
療
月
の
約
３
カ
月
後
に
通

知
し
て
い
ま
す

＊
支
給
申
請
は
、
受
診
月
の
翌

月
１
日
か
ら
２
年
間
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
医
療
課

　
国
民
健
康
保
険
係

☎
（
36
）
１
３
６
３

都
市
計
画

審
議
会
委
員
募
集

国
保
税
の
支
払
い
は

原
則
「
口
座
振
替
」

と
な
り
ま
し
た

　本年度リニューアルした市公式ホームページ。みなさんに、
ホームページに親しんでもらうため、ホームページのトップペー
ジに時刻表示と一緒にみなさんの「笑顔の写真」を掲載します。
●対象　市民と市内に通勤、通学、観光する人
●投稿できる写真
▽投稿者本人が市内で撮影した人物写真で笑顔あふれるもの
　（個人、グループは問いません）
＊必ず事前に被写体本人に了承を得ること
▽デジタルカメラや携帯電話、スマートフォンで撮影した横長
の写真
▽JPEG形式で３MB以下のもの
●注意事項
▽写真掲載までに数日を要します
▽写真はランダムで切り替わります
▽写真の掲載と募集は随時実施。
　希望する時刻への表示はできません
●写真の取り扱い
　写真の使用権は市に帰属
●申込先　秘書政策課広報報道担当
▽ メール koho@city.munakata.fukuoka.jp
＊件名に「まちのフォト時計応募」、本文に①住所②氏名③電話
番号④撮影年月⑤撮影場所を明記し、写真データを添付して
ください

みんなの　　 　を募集
「まちのフォト時計」

笑顔

く
り
と
都
市
計
画
審
議
会
の

役
割
に
つ
い
て
」（
８
０
０

～
１
０
０
０
文
字
程
度
に
ま

と
め
た
も
の
）

＊
提
出
書
類
は
返
却
不
可
。
不

採
用
の
場
合
は
全
て
破
棄

●
申
込
先
　
都
市
計
画
課

▽
郵
送
＝
〒
８
１
１
・
３
４ 

９
２
／
住
所
不
要

＊
申
込
締
切
日
必
着

▽
FAX
（
37
）
１
２
４
２

▽
メールtosikei@

city.m
una

　

kata.fukuoka.jp

■
問
い
合
わ
せ
先

　
都
市
計
画
課

☎
（
36
）
１
４
８
４

＊詳細は、市 ＨＰ http://
www.city.munakata.
lg.jp/→「市政情報」→
「広報紙」→「まちのフォ
ト時計」で確認を
■問い合わせ先
　秘書政策課
　広報報道担当

☎（36）1055

市ホームページに
みんなの笑顔があふれます

（掲載イメージ）


